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（出典）日本労働組合総連合会「春季生活闘争回答集計結果について」

賃上げ：3３年ぶりの水準の継続

※１：調査対象は、連合加盟企業の組合。「中小組合」は、組合員数300人未満の組合。
※２：賞与等を含まない月例賃金ベース。平均賃金方式（集計組合員数による加重平均）の集計。
※３：1990年〜2024年については最終集計結果、2025年については第６回回答集計結果であり、今後数字が変動する可能性がある。

• 2024年の春季労使交渉賃上げ率（最終集計結果）は5.10％と、1993年以来33年ぶりの5％超えとなる高い伸び。

• 2025年の春季労使交渉賃上げ率（最終集計結果）は、5.25％（中小組合は4.65％）。
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中小企業の賃上げ原資の確保に向けた「稼ぐ力」の強化

⚫ 中小企業の労働分配率は大企業に比べて非常に高く、既に80％超えており、労働生産性も低迷。

⚫ 中小企業の賃上げの原資を確保するには、国内外の需要開拓や新分野展開のための成長投資、省力化やデジタル化など

生産性向上のための投資を通じて、「稼ぐ力」を伸ばすことが必要。

労働分配率の推移（企業規模別） 従業員一人当たり付加価値額(労働生産性)の推移

■小規模企業 ■中規模企業 ■大企業

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注）
１．ここでいう大企業とは資本金10億円以上、中規模企業とは資本金１千万円以上１億円未満、小規模企業とは資本金
１千万円未満とする。
２．ここでいう労働分配率とは付加価値額に占める人件費とする。
３．付加価値額＝営業純益（営業利益ー支払利息等）＋人件費（役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋福利
厚生費）＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課。
４．金融業、保険業は含まれていない。

■中小企業製造業 ■中小企業非製造業 ■大企業製造業 ■大企業非製造業

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注）
１．ここでいう大企業とは資本金10億円以上、中小企業とは資本金１億円未満の企業とする。
２．平成18年度調査以前は付加価値額＝営業純益（営業利益ー支払利息等）＋役員給与＋従業員給与＋福利厚生
費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課とし、平成19年度調査以降はこれに役員賞与、及び従業員賞与
を加えたものとする。



⚫ 価格転嫁率は改善傾向にはあるものの、未だ53.5％と道半ば。業種別にも差がある状況。

価格転嫁の状況

41.7

46.9
47.6

45.7

46.1

49.7

52.4

53.5％

40

42

44

46

48

50

52

54

56

2025年９月 コスト増に対する転嫁率

全体 ↑ 53.5% (52.4%)

業
種
別

1位 化学 ↑ 66.7% (64.8%)

2位 電機・情報通信機器 ↑ 60.6% (58.4%)

3位 機械製造業 ↑ 59.4% (56.2%)

3位 造船 ↑ 59.4% (57.6%)

5位 食品製造業 ↓ 59.3% (60.3%)

6位 自動車・自動車部品 ↑ 58.9% (56.6%)

7位 飲食サービス ↓ 57.2% (57.3%)

8位 金融・保険 ↑↑ 56.2% (51.1%)

9位 金属 ↑ 54.2% (50.9%)

10位 卸売 ↓ 54.1% (54.4%)

11位 小売 ↑ 54.0% (52.5%)

12位 建設 ↑ 53.2% (52.6%)

13位 鉱業・採石・砂利採取 ↑ 52.9% (52.2%)

14位 電気・ガス・熱供給・水道 ↓ 52.7% (53.6%)

15位 運輸・郵便（トラック運送除く） ↑ 52.4% (51.5%)

16位 不動産業・物品賃貸 ↑ 51.7% (48.5%)

17位 情報サービス・ソフトウェア ↓ 50.9% (54.3%)

18位 石油製品・石炭製品製造 ↑ 50.0% (46.0%)

18位 紙・紙加工 ↓ 50.0% (51.4%)

20位 印刷 ↑ 49.9% (47.7%)

21位 生活関連サービス ↓ 48.9% (50.2%)

22位 繊維 ↑ 48.1% (47.5%)

23位 建材・住宅設備 ↑ 47.2% (46.6%)

24位 製薬 ↓↓↓ 46.7% (64.1%)

25位 通信 ↑↑ 46.6% (37.7%)

26位 広告 ↑ 43.4% (38.7%)

27位 農業・林業 ↓ 42.3% (45.0%)

28位 廃棄物処理 ↑ 41.1% (39.3%)

29位 放送コンテンツ ↓ 40.1% (43.2%)

30位 トラック運送 ↓ 34.7% (36.1%)

ー その他 ー

業種別の価格転嫁率

※2022年3月は集計方法が異なるため参考値。

（％）

価格転嫁率の推移
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価格交渉の状況

①
発注企業から、交渉の申し入れがあり、
価格交渉が行われた。

②
受注企業から、発注企業に交渉を申し出、
価格交渉が行われた。

③
コストが上昇し、発注企業から申し入れがあったが、
発注減少や取引停止を恐れ、
発注企業からの申し入れを辞退した。

④
コストが上昇したが、発注企業から申し入れがなく、
発注減少や取引停止を恐れ、
交渉を申し出なかった。

⑤
コストが上昇し、発注企業から申し入れがなく、
受注企業から交渉を申し出たが、
応じてもらえなかった。

• 「発注側企業から申し入れがあり、価格交渉が行われた」割合（①）は、前回から約３ポイント増の34.6％。

• 「価格交渉が行われた」割合（①②）は全体の89.4％。

• 「価格交渉が行われなかった」割合（③④⑤）はほぼ横ばいの状況（前回10.8％→10.6％）。

➢ 発注企業からの申し入れは浸透しつつあるものの、引き続き、受注企業の意に反して交渉が行われなかった者が約１割。協議に

応じない一方的な価格決定の禁止を盛り込んだ「中小受託取引適正化法」の施行・厳正な執行などを通して、価格交渉・転嫁へ

の更なる機運醸成が重要。

※「価格交渉不要」の回答を除いた分布。
※本調査の回答は、下請法の対象外取引も含まれ得ることに留意。以下同じ。

直近６か月間における価格交渉の状況
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価格転嫁・取引適正化対策の今後の方向性

①中小受託取引適正化法【取適法】（従業員基準の追加による対象拡大、協議に応じない一方的な価格決定や手形払いの禁止等。)

②受託中小企業振興法【振興法】（従業員基準の追加による対象拡大、指導・助言に従わない事業者に具体的に改善を促す勧奨を追加等。)

③フリーランス・事業者間取引適正化等法（フリーランスの取引環境、就業環境の整備。 2024年11月施行。）

※①及び②は2026年1月1日より改正法施行。取適法対象外取引に関する適正化策について企業取引研究会（公取・中企庁共催）で検討中。

１. 法の厳正な執行

３. 取引実態の把握・相談対応

①取引Gメン（約330名）が取引実態をヒアリング（年間１万件以上）

②取引かけこみ寺（全国47都道府県に設置）における相談対応を実施（年間１万件以上）

２.民間の自主的取組の後押し

①価格交渉促進月間（2021年９月から開始。毎年９月、3月に実施）に基づく、「発注者リスト」公表、迅速な注意喚起、指導・助言

②価格転嫁を阻害する商習慣の見直し（取組状況の見える化、PDCAサイクルによる改善）

③取引適正化のための自主行動計画（31業種・88団体 ※2025年12月時点）の改訂・徹底

④パートナーシップ構築宣言(83,172社 ※2025年12月24日時点)の周知・実効性の向上

⑤労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（2025年12月改正）の周知・徹底

４. 官公需における価格交渉・価格転嫁の促進

①国等の契約の基本方針（2025年4月閣議決定）等を踏まえた、発注者側から少なくとも年１回以上の協議の促進、低入札価格調査制度や
最低制限価格制度の導入拡大・活用（総務省を通じ自治体へ周知。導入状況の見える化・公表）。

※価格交渉促進月間の発注者リストで67自治体が公表されたことを踏まえ、適切な対応を求める文書を総務省から自治体へ発出（8月5日）

②令和8年度予算編成における、経済・物価動向等の適切な反映。令和7年度補正予算の重点支援地方交付金の活用。

→事業所管大臣を通じた業界への働きかけ強化 ※米国関税措置の影響も注視
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適用対象

製造委託 修理委託
役務提供委託

（運送・倉庫保管・情報処理）
情報成果物作成委託
（プログラム）

役務提供委託
（運送・倉庫保管・情報処理除く）

情報成果物作成委託
（プログラム除く）

取適法（中小受託取引適正化法）の概要
法目的 中小受託取引の公正化 ・ 中小受託事業者の利益保護

禁止行為

受領拒否 報復措置

支払遅延（手形払等の禁止） 有償支給原材料等の対価の早期決済

減額 割引困難な手形の交付

返品 不当な経済上の利益提供要請

買いたたき 不当な給付内容の変更・やり直し

購入・利用強制 協議に応じない一方的な代金決定

特定運送委託

委託
事業者

資本金３億超

資本金１千万超３億以下

常時使用する従業員300人超

中小
受託
事業者

資本金３億以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員300人以下（個人含む）

委託
事業者

資本金５千万超

資本金１千万超５千万以下

常時使用する従業員100人超

中小
受託
事業者

資本金５千万以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員100人以下（個人含む）

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容 ＋ ②規模要件 ＝ 対象取引

義務

発注内容を明示する義務（発注書の交付）

取引に関する書類等を作成・保存する義務（2年）

支払期日（受領後60日以内）を定める義務

遅延利息（14.6％）の支払義務

※赤色は改正内容

措置 公取委による勧告、公取委・中企庁・事業所管大臣による指導・助言 7



適用対象

製造委託 修理委託 役務提供委託情報成果物作成委託

振興法（受託中小企業振興法）の概要
法目的 受託中小企業の振興

特定運送委託

委託
事業者

資本金が中小受託事業者より１
円でも大きい

常時使用する従業員数が、中小
受託事業者より１人でも多い

中小
受託
事業者

資本金３億以下（個人含む）

常時使用する従業員300人以下

委託
事業者

資本金が中小受託事業者より１
円でも大きい

常時使用する従業員数が、中小
受託事業者より１人でも多い

中小
受託
事業者

資本金５千万以下（個人含む）

常時使用する従業員100人以下
（個人含む）

①取引の内容

②規模要件
（製造業、建設業、
運輸業その他）

②規模要件
（サービス業）

①取引の内容 ＋ ②規模要件 ＝ 対象取引

① 経済産業大臣が中小受託事業者と委託事業者のよるべき基準として「振興基準」※を定める。

※パートナーシップ構築宣言では振興基準遵守が必須（約8万社が宣言）。業界団体の自主行動計画（31業種・88団体）にも振興基準の遵守が盛り込まれる

② 上記の「振興基準」に関し、事業所管大臣から事業者への指導・助言又は勧奨。

③ 調査、公表 （例：価格交渉・転嫁等の状況の「発注者リスト」（発注側企業446社及び71の国の機関・地方公共団体）を公表）

④ サプライチェーンの多段階にある受注側企業と発注側企業が協力して作成する「振興事業計画」について、金融支援。 

⑤ 国及び地方公共団体の責務、連携強化。

具体的な措置

※赤色は改正内容
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9
出典：近畿経済産業局 価格交渉・価格転嫁にかかる取組事例集（2025年4月）

取引適正化の好事例

【価格転嫁のフロー】

事業所概要、企業間取引等の状況

事業所名 木田精工株式会社（大阪府東大阪市）
企業設立 1989年／従業員数 80名
事業内容 自動めっき装置の製造・販売、めっき処理・表面処理サービス
企業間取引等の状況 装置は1台1億円以上。大手の自動車メーカーや半導体メーカーへ数十台単位で納品。処理サービスも大手企業が多い

直接販売する商品の一例

価格高騰の状況

●エネルギーや材料費の価格が高騰。人件費も継続的に引き上げている。

価格転嫁に向けた取組ポイント

＜価格交渉における取組工夫＞

●装置は受注の都度見積書を作成。定価よりも値引きして販売することが通例だが、製造原価が占める割合を決めて価格設定している。

●発注から受注までの期間が1年以上となることが多い。その間の価格高騰分を見積額にはオンせず、性能に影響のない範囲で設計変更するなど、客先と相談の上、

 出来るだけ予算内で吸収できるよう工夫している。   

＜自社の強みを活かした価値向上の取組＞

●大型の自動めっき装置に対応できるメーカーは国内に3社程度しかなく、その中で唯一、先方のニーズを細かく聞き、オーダーメイドで設計・製造を行っている。（他社は既
ね標準仕様で対応している）

●めっき装置の設計からテスト加工や改善、製品分析等を一貫して実施。

 また、めっき処理・表面処理サービスを行う部署で製品の最終確認を行い、製品のお墨付きを与えるようにしている。

【有識者のコメント】

取組成果、今後の展開

●装置販売、めっき加工サービスともにほぼ100％価格転嫁できている。
●めっき加工については、最近1、2年は価格転嫁の機運もあり、値上げ交渉がしやすい状況。

利益率から逆算するかたちで価格を決めて製造販売している点が特徴的です。
実際に受注するまでの価格変動を性能変更で交渉する術も、受注まで時間のかかる他企業の参考になると期待します。



⚫ 労働供給制約をはじめ物価高、米国関税など厳しい経営環境において賃上げを実現するため、今後、「労働供給制約社会の
中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略（仮称）」の検討に着手する。

⚫ こうした考え方を先取りして、今般の経済対策において、企業の事業規模・成長ステージにあわせた支援を実施していく。

中小企業を巡る厳しい経営環境

事業規模・成長ステージに合わせた支援が必要

✓ 2026年１月施行の中小受託取引適正化
法・受託中小企業振興法の周知徹底と厳
正な執行

✓ 下請Ｇメンによる取引実態調査、価格交
渉促進月間フォローアップ調査等による
発注者への指導等の徹底

✓ 国・地方自治体から民間への請負契約等
の単価の見直し

官公需も含めた価格転嫁・
取引適正化の更なる徹底

伴走支援体制の強化・金融支援 等

■プッシュ型による伴走支援の体制強化等
✓ 支援機関（よろず支援拠点、商工会・商工会議所等）の体制強化
✓ 支援機関連携を通じた自治体による伴走支援モデルの創出
✓ 賃上げ特設サイトやチラシ等を活用した気づきの機会提供の強化

事業承継・Ｍ＆Ａによる
事業再編

✓ 設備投資や専門家活用等への支援を通じ
た円滑な事業承継・M&Aの推進

✓ 金融機関等との連携による事業承継・引
継ぎ支援センターの体制強化やM&Aア
ドバイザーに係る資格制度の創設等の施
策を盛りこんだ「中小M&A市場改革プ
ラン」の推進

■飛躍的な成長を目指す事業者
（スケールアップ型）への支援

✓ 100億企業や中堅企業の創出をはじめとした、
地域経済を牽引する成長志向型の企業創出に
向けた財政支援、金融支援等の抜本強化

成長支援・生産性向上

■持続的発展を目指す事業者
（パワーアップ型）への支援

✓ 生産性向上に資する設備投資、新事業進出、
販路開拓の推進

✓ 業種別の「省力化投資促進プラン」を踏まえ
たデジタル化・省力化投資の推進

■金融支援の抜本強化
✓ 信用保証制度におけるメニューの新設、活用促進
✓ 中小企業活性化協議会の体制の強化 等

✓ 日本公庫による資金繰り支援の拡充

■重点支援交付金との連携強化

物価高（仕入れ・原材料コスト増等） 米国関税影響

労働供給制約

労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」の強化
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⚫ 成長支援・生産性向上、事業承継等の課題・経営戦略に対応した投資支援メニューを提供し、賃上げ環境の整備を促進。

出典：中小企業基盤整備機構 補助金活用ナビ 補助金の手引き https://seisansei.smrj.go.jp/subsidy_guide/（参照日：2026/1/6）

さまざまな課題に対応した投資支援メニュー
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IT導入補助金：
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援。

［通常枠］
中小企業・小規模事業者等が、働き方改革、 被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等に対応するため、生産性の向上に資するITツール（ソフトウェア、
サービス等）の導入費用を支援。
・補助対象経費：ソフトウェア(購入費、最大2年分のクラウド利用料)、導入関連費(導入・活用コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポート)等
・補助額・補助率： ITツールの業務プロセスが１～３つまで：補助額5万円～150万円未満（補助率１／２以内） 

 ITツールの業務プロセスが４つ以上：補助額150万円～450万円以下（補助率１／２以内） 
※令和6年10月から令和7年9月の間で3か月以上、令和7年度改定の地域別最低賃金未満で雇用していた従業員数が全従業員 の30％以上で
  あることを示した場合は、補助率２／３以内にアップ。 

※以上、「IT導入補助金2025」における内容 https://www.chusho.meti.go.jp /koukai /yosan/r7/r6_it_summary.pdf

支援策(IT導入補助金)活用事例：不二鉱材株式会社

出典：近畿経済産業局HP「中小企業によるIT導入・生産性向上の取組事例」 https://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/service/seisansei_jirei.html

• 主に焼却炉などの環境装置や、非鉄金属溶解炉、セメントキルン、鉄鋼等の諸設備に使われている原料鉱石、耐火物製品
等の専門商社であり、築炉工事では独自のノウハウを構築し、設計・施行・メンテナンスを一貫して請け負う企業。

• IT導入補助金を活用して、点検データの計測システム、施工管理システム、経費精算システムを導入。

「IT導入補助金」を活用し3Dスキャナーを導入。正確な点検データの収集が
可能となり、補修が必要な箇所を発見する精度がUP

IT導入の効果

施工管理アプリ、経費精算システムの導入により、社員間のコミュニケーション促
進、業務効率化を実現

IoTカメラの活用で、現場作業へのリアルタイムの遠隔指導、全社でのOJTが可
能となり、社員のスキルが向上
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支援策(中小企業省力化投資補助金)活用事例：冨尾石油株式会社

中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)：
・人出不足の中小企業などが、省力化製品を対象商品のリスト(カタログ)から選んで導入し、販売事業者と共同で、労働生産性(※)年平均成長率３％
向上」をめざす事業計画に取り組むものを対象。

(※)労働生産性＝付加価値額(人件費＋営業利益＋減価償却費)÷従業員数
・補助事業実施期間に一定以上の賃上げを達成した場合、補助上限額の引き上げあり。

出典：中小企業庁 中小企業省力化投資補助事業 カタログ注文型 活用事例集 https://mirasapo-plus.go.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/27114019/shoryokuka_catalog_case_studies.pdf
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